
 
憲法に保障された労働者の団結権を守れ！ 

一方的な組合事務所退去を撤回しろ！ 
～大阪市労組連・大阪市労組が地裁へ提訴～ 

 

３月１４日、大阪市労組連・市労組は、憲法に

保障された働く者の団結権を無視する一方的な退

去通知の撤回を求め、大阪地裁へ提訴を行いまし

た。 

橋下市長は、施政方針

演説で「組合事務所は庁

舎から出て行ってもら

う。」と労働組合敵視の

発言を行い、１月３０日

には「組織改編、行政ス

ペース確保」を理由に、

すべて合意済みにもか

かわらず、来年度から使

用を拒否する通告を行

ってきました。 

市労組連・市労組は、直ちに要求書を当局に提

出し交渉を求め、中之島庁舎が狭隘ならその理由

を明らかにすること、代替措置を示せば検討する

ことを申し入れていました。しかし、今日に至っ

ても「説明」すら行われていません。また、交通

局でも庁舎内での一方的な組合掲示板の撤去の通

告が行われており、建交労などが、大阪府労働委

員会へ救済申し立てを３月１５日に行いました。 

 

記者会見で大阪市労組連の竹村副委員長（大阪

市労組委員長）は提訴に至った経過や思いを述べ

た中で「密告・強制のアンケートは住民サービス

に奮闘する自治体労働者の誇りと人間の尊厳を踏

みにじり、凍結された後も職員の心の傷は深まる

一方です。しかし、今、全国の労働者や市民の激

励の声があがっています。その声にこたえ、私達

は明るく働きがいのある、そして、住民の福祉向

上させるまともな大阪市にするために奮闘してい

きます。」という決意を表明しました。 

これは、大阪市だけの問題にとどまらず、全国

の労働運動に影響を及ぼす、憲法と労働組合法の

精神から逸脱し権利を侵害するものです。大阪労

連は、大阪市での憲法無視や労働組合への権利侵

害を阻止するたたかいにこれからも全力をあげて

取り組んできます。 

 

憲法に保障された働く者の団結権を無

視する一方的な退去通知の撤回を 

労働組合への事務室の退去通知、行政財産不許

可通知に対するたたかいについて（声明） 

 

２０１２年３月１４日 

大阪市労働組合総連合・大阪市役所労働組合 

 

橋下市長は、昨年 12 月 26 日の市議会で交通局

内での「職務専念義務違反」問題などが提起された

ことに関連して「庁舎内での組合の政治活動は認め

ない。早ければ来年 3 月末までに庁舎内にある労組

事務所について退去を求める」と発言しました。ま

た、1月 4 日に大阪市労働組合連合会（市労連）委

員長が市長に謝罪したことが大きく報道される中

で、橋下市長による労働組合への敵視・排除の姿勢

は一層強行なものとなり、憲法違反・思想調査の「職

員アンケート」が「業務命令」で実施されるという

暴挙に続き、本庁舎から労働組合事務所の退去が強
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行されようとしています。 

  

大阪市役所労働組合(略称は市労組)は、1990 年

7月22日に結成し全労連に加盟した労働組合です。

また、大阪市労働組合総連合（略称は市労組連）は、

1991年1月に全労連加盟の５つの労働組合によっ

て結成された労働組合の連合体です。従って市労連

とは別の労働組合です。 

 

私たちは橋下市長の発言がマスコミで報道される

中、総務局に何度も問い質しを行ってきましたが、

「当局は検討していない」との回答が繰り返されま

した。しかし、突然 1 月 30 日に総務局長名で「組

織改編に伴う新たな行政事務スペースが必要」とし

て 4 月以降は貸与しないとの「退去通知」が出され

ました。 

市労組連・市労組は、「退去通知」に記載された理

由が橋下市長の言う「労働組合の庁舎内での政治活

動」と異なること、「確認書」（2009年 3 月）によ

り 2011 年度以降も貸与の合意があること、さら

に、これまで労使協議によって確認されていたもの

が、一方的な「通知」のみでは済まされないことを

主張し市側に再検討するよう強く求めてきました。 

橋下市長が言うように「労働組合の政治活動」が

退去の理由であるならば労働組合法に抵触する明ら

かな「不当介入」であります。その批判を免れるた

めに「行政事務スペース」との理由付けを行ったの

であれば、許しがたいと態度だと言わざるを得ませ

ん。 

私たちは、2 月 17 日に「平成 24 年度の使用許

可申請」を申請しました。しかし、市側はこの申請

に対しても誠意ある説明を一切行わず 2月 20 日付

で総務局長名での再度の「退去通知」と橋下市長名

での「不許可通知」を出してきました。 

 

私たちの組合事務所が本庁舎で貸与されたのは 6

年前の 2006年 7 月からです。これはいわゆる「大

阪市問題」によってそれまでの市当局と市労連との

労使癒着が否定され、労使関係が一部改善される中

で、市側の要請と労使協議のもとで実現したもので

す。それまでは私たちの組合事務所は大阪市の関連

施設で貸与されていました。 

このような経過から「退去理由」が正当であれば、

本庁舎での貸与にこだわらないことを市側に伝え、

2 月 28 日には ①「本庁舎の狭隘」についての詳

細な説明を行うこと ②「本庁舎が狭隘」ならば他

の施設(市関連)での代替室を検討すること、を申し

入れてきました。しかし、市側は「管理運営事項で

あり交渉は出来ないが、説明責任は果たす」と回答

したものの、その後も「本庁舎は狭隘」「本庁舎外の

市の施設にも貸与スペースがない」との回答に終始

しました。 

私たちは、市側に繰り返し誠意ある労使協議を要

請し続けてきましたが、退去期限の 3 月末が間近と

なるなか、現状では協議による解決が困難との判断

から本日の訴訟を決意するに至りました。 

 

 市労組連・市労組は、住民福祉の増進をめざす地

方自治の発展と子どもたちに豊かな教育環境が実現

することをめざし、教・職員が働きがいをもって職

務に専念できる労働環境の確保をめざして微力なが

らとりくんできました。また、「貧困と格差」が広が

るなか、働くルールの確立や社会保障の充実、平和

や環境問題など市民・職員の生活の向上に結びつく

政治的な課題にもとりくんできました。これは、憲

法に保障された正当な活動です。その活動の基盤と

なる組合事務所が貸与されることも法に基づく正当

な権利であり、法を守る手本となる公の機関が法を

逸脱することを私たちは認めることはできません。 

 

 

 

“府民共同で、雇用と仕事の確保、賃上げ、社会保障拡充で、内需中心の経済、震災復興を“ 

労働相談センター学習交流会 

産別と地域が一体となった宣伝と労働相談活

動で、未組織労働者の組織化、労働者の権利侵

害を許さない取り組みがすすめられています。 

労働相談センターが学習交流集会を開催しま

すので、積極的にご参加ください 

日時：２０１２年４月１４日（土） 

 １３：３０～１７：００ 

場所：国労会館・３Ｆ大会議室 

 


